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第１条 総則 

１．この特記仕様書は長野県土木工事共通仕様書（建設部）（令和５年 10 月１日適用）（以下｢共通仕様

書｣という。）に規定する特記仕様書で、本工事に適用する。 

２．当該工事の施工にあたっての一般的事項は、｢共通仕様書｣によるものとする。 

３．受注者は、別紙「道路維持補修業務の民間委託に伴う維持補修工事に係る大規模地震発生時の道路

パトロール運用要領（案）」（以下、「運用要領（案）」という。）により、大規模地震（震度６弱以上）

が発生した場合、自主的に道路パトロールを行うこととする。 

 

第２条 現場代理人及び主任技術者 

１． 当該工事の現場代理人及び主任技術者又は監理技術者は、請負者が入札時に提出した技術提案資料

に記載した配置予定の者でなければならない。 

２． 配置技術者は建設業法第２６条第１項の規定によらなければならない。また、他の工事との兼務は

可能とするがその工事の請負額が４０００万円未満の場合にはこの限りではない。 

３． 現場代理人は工事現場に常駐しなければならない。 

４． 契約中における配置技術者の交代については、｢監理技術者制度運用マニュアル｣（平成 28 年 12 月

19 日付 国土建第 349 号）に定めるとおりとする。 

 

第３条 施工計画書 

１． 受注者は工事を実施するにあたって共通仕様書１－１－１－６に定める施工計画書を提出しな

ければならない。また、現場組織表を変更する場合は、速やかに提出しなければならない。 

２． 受注者は施工計画書に基づき工事を実施する場合は、作業日、工程、箇所及び数量等について予

め監督員と協議することとする。 

３． 受注者は、運用要領（案）に基づくパトロールの実施体制表について、施工計画書に記載し、実

施計画について予め監督員と協議することとする。 

 

第４条 貸付機械等 

当該工事において長野県が管理する建設機械を受注者に貸し付ける場合は、その取扱いについて

別途定めるものとする。 

 

第５条 廃棄物及び建設副産物 

１． 受注者は、本工事の施工に伴い発生した産業廃棄物及び一般廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。 

２． 共通仕様書第１編第１章１－１－１－２３建設副産物の第４項、第５項及び第６項の規定におけ

る提出にあたっては、事前に監督員の確認を受けるものとする。 

 

第６条 施工管理等 

１．当該工事の施工管理は、｢長野県土木工事施工管理基準｣によるものとする。 

２．当該工事の写真管理は、｢写真管理基準｣によるものとする。 

 

 



第７条 工事中の安全確保 

１． 受注者は工事の施工にあたっては周辺の地形・地質・交通状況等に応じ、十分な安全確保に努め

なければならない。 

２．工事期間中、特に夜間においては道路灯、バリケード等を設置し、十分な安全確保を行わなけれ

ばならない。 

３．工事の施工に際し、地下埋設物件等が予想される場合には、その管理者と立会いのうえ、当該物

件の位置、深さ等を確認し、保安対策について十分打ち合わせを行い、事故の発生を防止しなけれ

ばならない。 

４．受注者の責により第三者等に損害を与えた場合には、速やかに監督職員に報告するとともに、関

係機関に連絡したうえで応急措置を講じ、受注者の負担により補修しなければならない。 

５．交通規制を伴う工事を実施する場合には、原則として交通誘導警備員を配置するものとし、資格

者又は経験１年以上のものとすること。ただし、交通量が少ない場合は監督員との協議のうえ、信

号による規制等に代えることができる。 

 

第８条 概算数量 

当該工事の発注にあたり示した数量は概算数量であり、詳細については監督員の指示によるものと

する。 

 

第９条 守秘義務 

受注者は、業務の遂行上知り得た内容について第三者に漏らしてはならない。また、その雇用す

る職員についても同様とする。 

 

第１０条 工事成績 

当該工事は精算額に係わらず｢長野県工事成績評定要領｣の対象工事とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路維持補修業務の民間委託に伴う維持補修工事に係る 

大規模地震発生時の道路パトロール運用要領（案） 
 

 

（適 用） 

第１ この要領は、長野県建設部が管理する道路の維持補修業務の民間委託に伴う小規模維持補

修工事等に係る、大規模地震発生時の道路パトロールに適用する。 

 

（業務目的） 

第２ 大規模地震発生時には、人命の救急救命や、被災地の復旧・支援活動のため、早期に通行

可能な路線を把握することが、「道路の啓開」とともに最優先に求められるため、民間委託し

ている道路維持補修業務において道路パトロールを実施し、早急に道路状況を把握すること

を目的とする。 

 

（業務の実施者） 

第３ 実施者は、小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式の入札により契約した企

業または特定共同企業体（以下「受注者」という。）とする。 

 

（業務の実施） 

第４ 受注者は、受注した地区の建設事務所管内において、震度６弱以上の地震が発生し、かつ

受注地区の市町村で震度４以上を観測した場合に、建設事務所等からの連絡の有無に係わら

ず自主的に道路パトロールに出動することとし、業務手順は「別添１」に示すとおりとする。 

（なお、震度５強以下までの地震発生の場合は、建設事務所職員がパトロールを行うため、

受注者の出動は実施しない。） 

 ２ 受注者は「別添２」に示すパトロールの実施体制表について、小規模維持補修工事の施工

計画書に記載し、実施計画について予め監督員と協議することとする。 

  

（業務の対象範囲） 

第５ パトロールの対象範囲は、受注した地区の建設事務所管内において、震度６弱以上の地震

が発生し、かつ受注地区内で震度４以上を観測した市町村における全ての建設事務所管理道

路（以下「対象道路」という。）とする。 

 

（業務の内容） 

第６ パトロールの内容は以下のとおりとする。 

 （１）パトロールは少なくとも２名体制で行うこととする。 

（２）対象道路について状況を把握し、管理する建設事務所にこまめに状況について連絡をす

る。連絡手法については、事前に建設事務所と確認することとする。 

 （３）緊急輸送道路の状況把握と、通行可能な対象道路の把握を最優先とする。 

 （４）地震発生後、できるだけ早期に完了するよう実施する。（概ね３時間以内でのパトロール

完了を目途とする。） 

 （５）通行不能箇所や危険箇所については、バリケード等の設置を手配することとする。 

 （６）パトロール中の写真を撮影し、後日、作業報告書（写真添付）を建設事務所に提出する。 

 

（業務費用の支払い） 

第７ 業務についての費用についての支払いは「道路業務における小規模維持補修工事試行要領」

の規定によるものとし、支出科目は「役務費」とする。 



【別添１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パトロール 

実施中の作業 

費用の支払い 

受注者は自主的にパトロール出動 

（対象範囲： 

受注地区内で震度４以上を観測した市町村 

における全ての建設事務所管理道路） 

受注地区の建設事務所管内において 

大規模地震（震度６弱以上）発生し、かつ、 

受注地区の市町村において震度４以上を観測した場合 

（注：震度５強以下の地震発生の場合は、出動の必要なし。） 

随時、状況について建設事務所へ連絡 

状況写真の撮影 

通行不能箇所へのバリケード等設置の手配など 

作業報告書（写真添付）作成 

書類提出 



【別添２】 

大規模地震（震度６弱以上）時の道路パトロールの実施体制表 

パトロール路線名 

（区間） 

パトロール実施者、地震時連絡先 
備考 

担当会社名 氏 名 連絡先（携帯番号） 

（記載例） 

 

（国）○○○号 

（◇◇◇～△△△） 
△△建設（株） 

〇〇 〇〇  第一連絡者 

◇◇ ◇◇   

□□ □□   

(上記が出動不能な場合) 

(株)◇◇建設 ○○ ○○   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

（※ 受注地区内の全ての県管理道路について記載すること。） 



小規模維持補修工事用機械無償貸付仕様書 

 

（機械の貸付） 

第１条 貸付機械は発注者が受注者に貸付けるものとし、発注者はあらかじめ名称、型式、

使用目的、並びに引き渡しの場所、返納の場所（別表１）について定めた機械貸付決議

書を整備するものとする。なお、貸付期間又は日数は別途協議するものとする。 

２ 発注者は、機械を貸し付けたときは、受注者から「小規模維持補修工事用機械借用書」

（様式１）（以下「借用書」）という。）を徴さなければならない。 

３ 発注者は、機械を発注者の指定した日時及び場所に受注者又はその代理人を立ち会わ

せ、当該機械の整備状況を確認させたうえ借用書と引き替えに貸し付けるものとする。 

 

（貸付機械の管理） 

第２条 受注者は、貸付期間中善良な管理者の注意をもって機械を管理しなければならな

い。 

２ 受注者は、機械の使用、管理等については、次の各号に掲げる事項に注意し常に監督

員の指示に従い機械の機能保持に努めなければならない。 

(1) 機械は担保に供しないこと。 

(2) 機械は、貸付を受けた使用目的以外の用途に使用しないこと。 

(3) 機械の日常整備（グリス塗布を含む）を完全に実施すること。消耗品（清掃車ブラ

シ等）は摩耗状況等を判断して引き渡しを行う。使用した日は、必ず洗車を行うこと。 

(4) 機械の整備及び運転については、当該機械に精通した熟練者を当てること。 

(5) 機械を使用する際は、別紙「建設機械運転使用簿」及び「自動車仕業点検調」を 

記入すると共に、機械の返納時に監督員に提出すること。 

(6) 発注者は、受注者が機械の引き渡しを受けた後に正当な理由なしに機械を使用しな

い場合、又はこの仕様書に違反した場合には機械の返納を命ずることができる。 

(7) 受注者は、貸付機械が次の事項に該当したときは、遅滞なく監督員に連絡してその

指示を受けるものとする。 

①故障、損耗等により正常な運転が出来ない時、またはそのおそれのあるとき。 

②事故発生時 

 

（貸付機械の損害の負担） 

第３条 受注者は、機械を亡失し又は毀損したときは直ちに甲の指示を受けなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項の亡失又は毀損が自己の責に帰すべき事由によるときは、発注者の指

示に従い、すみやかに機械を修理し又は代品を納め、若しくはその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

３ 天災その他の不可抗力によって機械に関して損害が生じたときは、その損害の補償に

ついて発注者、受注者協議して決定するものとする。 

 



（貸付機械の返納） 

第４条 発注者は、貸付機械を返納させる場合には発注者の指定した日時、場所において

受注者又はその代理人を立ち会わせ当該機械の整備検査を行い、支障がないと認めたと

きはこれを収納するものとする。この場合において受注者は、「小規模維持補修工事用

機械返納書」（様式１）を提出するものとする。 

 

 （貸付期間又は日数の変更） 

第５条 受注者は、機械の貸付期間又は日数の変更を希望する場合は、あらかじめ理由を

付して受注者に提出しなければならない。発注者は正当な理由が認めらる場合には、貸

付期間又は日数を変更することができる。 

 

 （貸付機械の使用実績） 

第６条 受注者は、「小規模維持補修工事用機械使用実績報告書」（様式２）により機械

の運転等について発注者に報告しなければならない。 

 

（貸付機械の監査） 

第７条 発注者は、貸付期間中に機械使用状況の監査を行うことができる。 

２ 受注者は、前項の監査により指示された事項を直ちに履行し、その結果を発注者に報

告しなければならない。 

 

（貸付機械の経費負担） 

第８条 次の各号に掲げる諸費用は受注者の負担とする。 

(1) 機械の監査に直接必要な経費 

(2) 機械の引渡・返納に要する費用 

(3) 機械の機能を常に良好な状態に維持するために必要な点検、整備及び修理に要す 

   る費用 

(4) 機械の管理に要する費用 

 

（貸付機械の任意保険） 

第９条 受注者は、貸付機械が自動車損害賠償保険法の適用をうける自動車であるときは、

貸付期間中の賠償保険に加入しなければならない。保険条件については、下表以上の内

容とする。なお、受注者は任意保険加入後に保険証書の写しを発注者に提出し、任意保

険料の金額について「無償貸付機械任意保険料請求内訳書」（様式３）「無償貸与機械 

任意保険料請求内訳書」（様式４）により発注者と協議するものとする。 

発注者は、加入した保険内容を確認のうえ、基準金額に対する任意保険料を支払うも

のとする。なお、発注者は受注者が条件以上の保険に加入することを妨げるものではな

い。 

 

 

 

 対人保険      無  制  限  

  対物保険      無  制  限（免責なし） 



別 表 １ 

 

機械名 規 格 
機 械 

番 号 

使 用 

目 的 

引渡 

場所 

返納 

場所 

路面清掃車 

ブラシ式リアリフト

ダンプ 

2.5m
3
 

U-FTR32FB 改 

長 800 は 867 

路面粉塵 

及び 

土砂清掃 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

草刈専用車 ２t KK-FG53EB 
13-1007 

長 800 さ 29-71 
路面肩草刈 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

草刈専用車 ２t TPG-FDA20 
30-1001 

長 800 す 4055 
路面肩草刈 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

高所作業車 PDG-FE73D 
20-0006 

長 800 さ 88-90 

高所支障木伐

採及び 

雪庇・雪氷処

理 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

側溝清掃車 KC-PK211HN 
県 08-1006 

長野 88 や 3158 
側溝清掃  

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

高圧洗浄車 P-FRR12DA 改 
県 01-1004 

長野 88 さ 5938 
側溝清掃  

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-301 

S21-1105 

長野 900 る 429 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



ロータリー除

雪車 

250PS 

HTR265 

K23-1103 

長野 900 る 506 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-303 

K30-1103 

長野 900 る 853 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-301 

S19-1103 

長野 900 る 343 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

HTR305 

K22-1101 

長野 900 る 471 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

250PS 

HTR265 

K24-1105 

長野 900 る 541 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

HTR305 

K23-1102 

長野 900 る 515 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-656 

S09-1104 

長野 99 ま 6717 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-302 

K25-1105 

長野 900 る 610 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR302 

K26-1103 

長野 900 る 655 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



ロータリー除

雪車 

300PS 

HTR308A 

K31-1101 

長野 900 る 908 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

390PS 

HTR306 

K27-1104 

長野 900 る 686 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

250PS 

JR-180 

S14-1103 

長野 900 る 113 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

280PS 

NR-281 

S15-1101 

長野 900 る 164 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

250PS 

HTR265 

K24-1104 

長野 900 る 540 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-302 

K25-1106 

長野 900 る 608 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

250PS 

JR-180 

S12-1002 

長野 900 る 54 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

280PS 

NR-280 

S12-1005 

長野 900 る 56 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

250PS 

HTR263 

S16-1102 

長野 900 る 195 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-302 

K25-1107 

長野 900 る 609 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

300PS 

NR-656 

S09-0001 

長野 99 ま 6719 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ロータリー除

雪車 

400PS 

HTR-408 

K28-1107 

長野 900 る 713 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
16t 

ZW220 

K23-1109 

長野 900 る 520 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
13t 

938G 

S13-1109 

長野 900 る 94 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
13t 

L27J 

S18-1118 

長野 900 る 331 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
13t 

FL335-3 

S15-1112 

長野 900 る 161 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
16t 

WA380-8Y 

K31-1107 

長野 900 る 903 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
13t 

938G 

S13-1112 

長野 900 る 516 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



除雪ドーザー 
13t 

WA270 

S17-1107 

長野 900 る 240 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪ドーザー 
16t 

WA380-8Y 

K31-1108 

長野 900 る 904 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪グレーダ

ー 

4.0m 

GD755-5Y 

K23-1107 

長野 000 る 680 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪グレーダ

ー 

4.0m 

GD755-5Y 

K22-1105 

長野 000 る 602 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪グレーダ

ー 

4.0m 

GD-705 

S11-1410 

長野 000 る 25 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪グレーダ

ー 

4.0m 

MG-500SE 

S10-1107 

長野 00 ま 2439 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪グレーダ

ー 

4.0m 

GD675-6 

K30-1105 

長野 000 る 1359 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪グレーダ

ー 

4.0m 

GD675-6 

R02-K103 

長野 000 る 1491 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪トラック 
7t 

LDG-CF5XL 

K22-1103 

長野 800 は 797 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



除雪トラック 
7t 

ADG-CF4XL 

S17-1105 

長野 800 は 433 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

除雪トラック 
7t 

2DG-CF5AL 

K30-1106 

長野 800 は 1269 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

凍結防止剤散

布車 

2.5m
3 

NWS25 

S14-1117 

長野 800 は 214 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

凍結防止剤散

布車 

2.5m
3 

NDS25SS5 

R02-K112 

長野 800 は 1413 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

凍結防止剤散

布車 

2.5m
3 

NDS-25 

R05-K113 

長野 800 は 1594 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

凍結防止剤散

布車 

1.0m
3 

DS-100 

県 24-0006 

長野 800 す 1044 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

凍結防止剤散

布車 

2.5m
3 

NDS-25 

K28-1121 

長野 800 は 1172 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

凍結防止剤散

布車 

2.5m
3 

NDS25SSD 

K29-1122 

長野 800 は 1222 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

40PS 

HTR-55 

K29-1116 

飯山市特 723 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

NR-84 

R02-K109 

長野 900 る 956 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

NR-83 

K27-1121 

長野 900 る 690 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

HTR-85 

K25-1117 

長野 900 る 598 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

40PS 

HK100V-2 

K23-1110 

飯山市 特 572 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

40PS 

NR-40 

S12-1017 

飯山市い 400 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

NR-83 

K27-1122 

長野 900 る 691 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

HTR-85 

K25-1116 

長野 900 る 597 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

40PS 

NR-40 

S14-1191 

飯山市い 407 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

40PS 

NR-40 

S14-1192 

飯山市い 408 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 



小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

NR08B 

S17-1111 

長野 900 る 237 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

小型ロータリ

ー除雪車 

80PS 

NR-82 

S20-1103 

長野 900 る 403 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ハンドロータ

リー 

30PS 

KSS-30 SD2 

4-0104 

飯山建設 No.2 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ハンドロータ

リー 

9PS 

KSS-9 SDF1 

5-0102 

飯山建設 No.3 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

ハンドロータ

リー 

30PS 

KSS-30 SD2 

4-0103 

飯山建設 No.1 
除雪 

飯 山 事

務所 

飯 山 事

務所 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

                             令和  年  月  日 

 

○○建設事務所長 様 

 

                     借受人  事業者の住所 

                          氏    名     印 

                     代理人  氏    名     印 

 

 

借用 

      小規模維持補修工事用機械    書 

返納 

 

 

                       する                                    受領 

    ○○業務に使用      下記工事用機械を機能現況確認のうえ、      しました。 

                       した                                    返納 

 

記 

 

 

 

機械名 

 

 

 

形 式 

 

 

 

機械番号 

 

 

 

附    属    品 

 

 引渡しを 

 受けた場

所 

 

 貸 付 

 期 間 

 又  は 

 日  数 

 

備 

考 

 

 

名称 

 

規格 

 

数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       引渡し立会者 

                                      （建設事務所）  氏  名             印 

                                      （借 受 人）   氏  氏             印 

 



様
式
２

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
　
日

○
○
年
○
○
月

　
自
○
○
日
　
　
至
○
○
日

機
械
の
貸
付
契
約
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日

借
受
人
事
業
者
の
住
所

氏
　
　
名
　
　
　
　
印

代
理
人
　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
印

運
転
日
数

（
日
）
運
転
時
間

（
時
間
）

備
考
１
．
お
も
な
作
業
内
容
の
欄
は
、
貸
付
機
械
を
２
工
種
以
上
の
異
な
る
作
業
に
使
用
し
た
と
き
は
、
運
転
時
間
又
は
運
転
日
数
の
最
も
多
い
作
業
内
容
を
記
入
す
る
。

２
．
お
も
な
作
業
の
作
業
量
の
欄
は
、
お
も
な
作
業
内
容
の
欄
に
記
入
し
た
作
業
の
作
業
量
を
測
定
で
き
る
と
き
に
記
入
す
る
。

３
．
運
転
時
間
の
欄
は
、
運
転
時
間
の
管
理
で
き
な
い
機
械
又
は
管
理
の
必
要
の
な
い
機
械
に
つ
い
て
は
、
記
入
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
．
運
転
の
ミ
ス
又
は
不
慮
の
事
故
に
伴
う
修
理
で
、
該
当
修
理
に
要
し
た
費
用
が
３
０
０
千
円
を
こ
え
る
と
き
は
、
修
理
内
容
の
説
明
を
添
付
す
る
。

維
持
修
理
費

（
千
円
）

お
も
な
修
理
箇
所
及
び

取
替
部
品
名

摘
要

小
規
模
維
持
補
修
工
事
用
機
械
使
用
実
績
報
告
書

稼
働
状
況

機
械
名
機
械
番
号

お
も
な

作
業
内
容

お
も
な
作
業

の
作
業
量



様式３

受注者

　受注者名：

　代表者名：

保険料 見積金額 確定金額

機械名 管理番号 登録番号 （円） （円） （円）

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

合　  計

※加入保険内容については、小規模維持補修工事用貸付機械仕様書第９条に示す条件以上とする。

※加入保険内容については、実際に加入した内容を記入し、証明する書類（保険証券等）の写しを添付のこと。

※見積金額欄には、委託契約書に示す条件で加入した場合の金額を記入し、見積書を添付のこと。

円

円

円

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

対物賠償 円

円

加入期間

対人賠償

対物賠償

円

円

小規模維持補修工事用貸付機械 加入保険内容

無償貸付機械　任意保険料　請求内訳書

加入期間

円

円



様式４

受託者

　法 人 名：

　代表者名：

保険料 見積金額 確定金額

機械名 管理番号 登録番号 （円） （円） （円）

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

R     .     . ～ R     .     . 

そ

の

他

合　  計

※加入保険内容については、委託契約書（委託料）第４条第２項第７号に示す条件以上とする。

※加入保険内容については、実際に加入した内容を記入し、証明する書類（保険証券等）の写しを添付のこと。

※見積金額欄には、委託契約書に示す条件で加入した場合の金額を記入し、見積書を添付のこと。

円

加入期間

円

円

円

対人賠償 円

対物賠償 円

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

円

加入期間

対人賠償 円

対物賠償 円

対人賠償 円

対物賠償 円

円

円

対物賠償 円

円

円

円

加入期間

円

円

円

加入期間

対人賠償 円

無償貸与除雪機械 加入保険内容

無償貸与機械　任意保険料　請求内訳書

加入期間

対人賠償

対物賠償

円

円



 

建設機械名

登録番号

建設機械番号

運転時間 走行距離（ｋｍ）
終業時運転時
間及び距離集
計

ガソリン又
は軽油
（㍑）

オイル
グリス（㍑）

主な整備及び修理内容等 金額（千円）

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

運転時間 走行距離（ｋｍ）
終業時運転時
間及び距離集
計

ガソリン又
は軽油
（㍑）

オイル
グリス（㍑）

主な整備及び修理内容等 金額（千円）

Hr

km

Hr

km 　

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

Hr

km

１建設機械番号とは補助で購入した場合の管理番号

２登録番号とは検査証の自動車登録番号

３運転時間とは機械の実作業時間及び実作業に伴う移動時間等の作業関連時間並びに一時的な作業待機時間とする。

４主な作業内容は主な作業項目について簡単に記入する。

５整備及び修理内容等は整備又は修理の内容箇所、整備工場を記入する。

月　　計

稼　　働　　状　　況 燃料等 維持修理の状況

路線名（場所）及び主な作業内容
課　長 係　長 運転者

建  設  機  械  運  転  使  用  簿　　（令和　　年　　月分）

路線名（場所）及び主な作業内容

燃料等 維持修理の状況

月　日

課　長 係　長 運転者 月　日
稼　　働　　状　　況



　
　

　
　

自
動

車
登

録
番

号

車
両

責
任

者
職

氏
名

年
月

分

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

・
踏

み
し

ろ
・
き

き
具

合
・
液

量

・
空

気
圧

・
バ

ル
ブ

排
気

音

・
駐

車
ブ

レ
ー

キ
レ

バ
ー

の
引

き
し

ろ

・
空

気
圧

・
亀

裂
及

び
損

傷

・
異

常
な

摩
耗

・
溝

の
深

さ

３
バ

ッ
テ

リ
ー

・
液

量

・
フ

ァ
ン

ベ
ル

ト
の

張
り

、
損

傷

・
か

か
り

具
合

、
異

音

低
速

、
加

速
の

状
態

５
灯

火
装

置
及

び
・
点

滅
具

合
・
点

灯
具

合

　
　

方
向

指
示

器
・
汚

れ
、

損
傷

６
ウ

ィ
ン

ド
ウ

オ
ッ

シ
ャ・

液
量

・
噴

射
状

態

　
　

及
び

ワ
イ

パ
ー

・
払

拭
状

態

７
エ

ア
・
ア

タ
ン

ク
・
凝

水
の

有
無

８
運

行
に

お
い

て
異

常
が

認
め

ら
れ

た
箇

所

  
１

　
　

上
記

点
検

し
た

箇
所

の
一

括
し

た
状

態
を

そ
の

日
に

記
入

す
る

こ
と

（
良

は
○

印
、

不
良

箇
所

は
、

△
印

、
運

行
不

能
は

、
×

印
）

  
２

　
　

不
良

箇
所

の
あ

っ
た

場
合

は
、

必
ず

整
備

管
理

者
の

指
示

を
う

け
て

処
置

す
る

こ
と

点
検

箇
所

　
運

転
者

印
（
点

検
者

）

　
　

車
  

両
  

入
  

手
  

基
  

準

　
　

記
  

 載
  

 方
  

 法

　
　

処
  

 置
  

の
  

記
  

入

４
原

動
機

２
タ

イ
ヤ

１
ブ

レ
ー

キ

　
２

　
　

洗
車

を
始

め
車

両
性

能
の

低
下

を
防

止
、

車
命

の
延

長
、

経
済

性
の

維
持

に
努

め
る

こ
と

・
冷

却
水

の
量

・
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

の
量

 車
  

名

自
　

動
　

車
　

仕
　

業
　

点
　

検
　

調

　
１

　
　

運
転

者
は

、
常

に
車

両
の

実
態

を
把

握
し

、
適

正
な

手
入

れ
を

行
う

こ
と

整
備

車
両

責
任

者
総

務
課

長
（
安

全
運

転
管

理
者

）


